
「奈良県交通遺児等援護事業」実施要綱 運用基準

①激励金

◇申請できる期間

・父または母等の死亡時より１年以内とする。

◇給付要件

・父または母等の死亡時、遺児が奈良県内に住所を有していること。

・父または母等の死亡時、遺児が満１８才未満であること。

ただし、在学中の者は、１８歳に達する日以降の最初の３月３１日迄の間とする。

◇申請の流れ

遺児の保護者より市町村に申請書(様式１－１)を提出
↓

市町村より本会に送付
↓

本会から給付の可否を通知
↓

給 付

②入学祝金

◇申請できる期間

・小学校、中学校、高等学校それぞれ入学から1年以内とする。

◇給付要件

・遺児が奈良県内に住所を有していること。

・本事業において「激励金」の支給を受けていない遺児の場合は、交通災害又は自然災

害に起因する死亡が確認できる書類及び、死亡当時奈良県内に住所を有していた事

が確認できる書類を提出すること。

◇入学祝金の給付

・小学校、中学校、高等学校それぞれの入学時1回限りとする（再入学を除く）。

◇申請の流れ

上記激励金「申請の流れ」参照(様式１－１)

③就職・入学準備金

◇申請できる期間

・就職や大学等への入学・進学が決定してから１年以内とする。

◇給付要件

・遺児が奈良県内に住所を有していること。

・本事業において「激励金」及び「入学祝金」の支給を受けていない遺児の場合は、交通

災害又は自然災害起因する死亡が確認できる書類及び、死亡当時奈良県内に住所を

有していた事が確認できる書類を提出すること。

・就職または大学等への入学・進学決定時、遺児が満１８歳に達する年度内であること。

◇就職・入学準備金の給付

・就職時又は入学時の何れか1回限りとする。

◇申請の流れ

上記激励金の「申請の流れ」を参照し、様式１－２により申請する。

④交流会等事業

◇助成申請

・助成金申請書(様式3)により本会に申請する。

◇助成額

・申請に基づき、当該年度予算の範囲内で別途会長が定める。

◇適用時期

・令和２年４月１日から適用する。


